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ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-1207

  

  
    公開日 2019年04月01日

  



      
      
  ～平成31年4月1日から貸与金額を増額しました～

 

助産師及び看護師（以下「看護師等」という。）の養成施設に在籍する学生で、卒業後、当院において看護師等の業務に従事を希望する学生に対し、修学資金を貸与することにより、修学を支援します。

 

改正内容

申請時の学年により、貸与額を現行5万円から8万円～10万円へ増額しました。
※ただし、5年一貫高校の学生（1年生～3年生）は現行のままです。

 

【別表】

	学校	学年	貸与額（月額）	貸与額（年額）	貸与額（総額）
	改正前	改正後	改正前	改正後	改正前	改正後
	5年一貫高校
普通科（1年～3年）
専攻科（4年～5年）	普通科	第1年次の申込み	5万円	5万円	60万円	60万円	300万円	372万円
	第2年次の申込み	5万円	5万円	60万円	60万円	240万円	312万円
	第3年次の申込み	5万円	5万円	60万円	60万円	180万円	252万円
	専攻科	第4年次の申込み	5万円	8万円	60万円	96万円	120万円	192万円
	第5年次の申込み	5万円	8万円	60万円	96万円	60万円	96万円
	専門学校	第1年次の申込み	5万円	8万円	60万円	96万円	180万円	288万円
	第2年次の申込み	5万円	9万円	60万円	108万円	120万円	216万円
	第3年次の申込み	5万円	10万円	60万円	120万円	60万円	120万円
	大学	第1年次の申込み	5万円	8万円	60万円	96万円	240万円	384万円
	第2年次の申込み	5万円	8万円	60万円	96万円	180万円	288万円
	第3年次の申込み	5万円	9万円	60万円	108万円	120万円	216万円
	第4年次の申込み	5万円	10万円	60万円	120万円	60万円	120万円


 

【参考】 第1年次の4月から貸与を受けた場合の貸与金額

	5年一貫高校（5年間）300万円 → 372万円（＋72万円）
	専門学校（3年間）180万円 → 288万円（＋108万円）
	大学（4年間）240万円 → 384万円（＋144万円）


 

修学資金の概要

	貸与金額：年額60万円～120万円（6月、9月、12月及び3月に3ヶ月分を口座に振り込みます。）
	返還の免除：養成施設を卒業し、貸与期間と同じ期間を当院の看護師等として勤務した場合は、全額免除されます。
	対象者：看護師等の養成施設に在学中の学生


 

申込方法

	申込期間：随時
	提出書類：下記の様式をダウンロードしてください。



	看護師等修学資金貸与申請書（PDFWord）
	誓約書（PDFWord）
	履歴書（PDFWord）
	在学証明書（入学（所）前の者は、入学（所）できることを証する書類の写し可）


 

修学資金の返還

	養成施設を退学したとき
	修学を継続する見込みがなくなったとき
	学業が著しく不良になったと認められるとき
	修学資金の貸与を辞退したとき
	養成施設を卒業した日から１年を経過するまでに看護師の免許を取得しなかったとき
	看護師の免許を取得した後、直ちに当院に看護師として採用されなかったとき
	当院において看護師の業務に貸与相当期間従事しなかったとき


 

提出先・お問い合わせ先

市立八幡浜総合病院 事務局 庶務係

〒796-8502 愛媛県八幡浜市大平1番耕地638番地

TEL 0894-22-3211（内線3104）

FAX 0894-24-2563

E-mail siritubyoin@city.yawatahama.ehime.jp

 

市立八幡浜総合病院のホームページはこちらからご覧になれます。



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市立病院事務局
郵便番号：796-8502
住所：愛媛県八幡浜市大平1番耕地638番地
TEL：0894-22-3211
FAX：0894-24-2563
E-Mail：siritubyoin@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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